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第亅　 審 査請求 の趣旨および理由

第２　 当庁の認定事実および判断

１

書
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上記審査請求人から平成１８年４月１４日付けで提起のあった保護申請
却下処分に係る審査請求について、次のとおり裁決する。

卜　　　　　　　　　　 主　　　　　 文

福井市福祉事務所長が審査請求人に対し、平成１ ８ 年 ２月１０日付けで行
った保護申請却下処分を取り消す。

由

1｡ 審査請求の趣旨　　　　　　　　　　 コ
本件審査請求の趣旨は､ 福井市福祉事務所長（以下「処分庁」という。）

が平成１ ８ 年 ２ 月 亅 Ｏ日付けで審査請求人（以下「請求人」と･いう。）
に対して行った生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」と
いう。）に基づく保護申請の却下処分（以下「本件処分」とい1う。）に
ついて、その取り消しを求める、というものである。

２　審査請求の理由
本件処分については、処分庁が保護申請にあたり、請求人に対し十分

な説明をせずi 請求人が指示に従わな､いごとを理由に当該申請を却下し
たものであり、本件処分は違法まIたは不当である旨主張して･いる。

当庁の認定した事 実および判断は、次のとおりである。

（１）認定した事実　　　　　　　　 ∧　　　　　　　　　　　　 ‥
ア　平成１８年･１ 月１８日、請求人とその内妻が無収入で生活ができ
ないことを理由として処分庁に保護申請を行ったレ

イ　処分庁は、請求人の稼働能力の可否に疑義があるため、医療機関
の検診結果をもとに保護決定の要否の判断を行う旨請求人に説明
した。卜



ド ‾

ウ･･処分庁は、請求人に対して医療機関受診を指示した。
工　 平成１８年２月８日付け請求人あての検診命令書および福井県
立病院あての検診依頼書を、処分庁は’2回請求人宅に持参するが、
亅青求人には渡さなかった。　　I‘　　　　　　　　　　　　　　ト
オ　処分庁は、平成１８年２月１ ０日、齷求人に対して保護の要否の
判定をするためには検診が必 要である旨を説明しても理解されず、
請求人が処分庁の指示にも従わないことを理由として本件処分を
行づ｡た。　　　　　　　　 ノ

（-2 ） 判 断　　　　 。。　　　　　、。　　 。　　　　　　　　　　　　　　　　 犬 。
ア　 「 生活 保 護 法 に よ る 保 護 の 実 施 要 領 」（厚 生 省 社 会 局 長 通 知　 昭

和 ３ ８ 年 ４ 月 １ 日 社 発 第2  4  6 号 。` 以 下 「局 長 通 知 」 と い う 。 ）
第 ９ － ４ （ ３） に よ れ ば 、 「原 則 と し て 検 診 命 令 書 は 検 診 を受 け る

＼ 者 に 直 接 交 付 す る も の と し 、交 付 に 当 たっ て は 、検 診 命令 に つ い て

詳 細 に 説 明 す る と と も に 、こ れ に 従 わ な い と き は 、保 護 の 申 請 が 却
下 さ れ 」 る こ と が あ る 旨 伝 え る こ と と さ れ て い る 。　　　 し

イ　 処 分 庁 は 、検 診 命 令 に つ い て 詳 細 に 説明 し 、そ の 場で 検 診 命 令 書

を 請 求 人 に 直 接 交 付 す る 必 要 が あ っ た が 、２ 回 の 請 求 人 宅 訪 問 に検
診 命 令 書 を 持 参 し 、請 求 人 に 医 療 機 関 に受 診 す る 旨 は 伝 え た も の の 、

検 診 命 令 書 を 請 求 人 に は 交 付 して い な ぱ。
よ っ て 、処 分 庁 の 事 務 処 理 は 不 適 切 なも の で あ る と 言 わ ざ る を 得

な い 。＼　　　　　　　　　 ’　　　　 ユ　 ト　　　　　　 十

２　以上のとおり、請求人の申し立てには理由があり、本件処分は不当
な処分として取り消しを免れな､い。　　　　　　　　　　　　　　＼
よって、主文のとおり裁決する。

平成１８年５月２９日

福井県知事　西川　一誠
ｆ` －


